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国の学級編制弾力化についての神奈川県の実施内容 

 

内　　　　　　容 実施状況

1 特例措置による学級編制基
準の弾力化
（平成13年4月1日施行、｢標
準法｣第3条２項ただし書
き）

　児童生徒の実態を考慮して特に必要がある
と認める場合については、都道府県教育委員
会は40人を下回る学級編制基準を定めること
ができる。

神奈川県は
未実施

2 弾力的解釈による学級編制
基準の弾力化
（平成15年4月1日付け、文
部科学省通知）

　学級編制の標準については、一定の弾力性
が認められ、各都道府県教育委員会の判断に
より、４０人を下回る基準を定めることが可
能である。

神奈川県は
未実施

3 市町村教育委員会の判断に
よる学級編制の弾力化
（平成15年4月1日付け、文
部科学省通知）

　個別の学校ごとの事情に応じて、児童生徒
に対する教育的配慮の観点から、市町村別の
教職員定数の範囲内で、各市町村教育委員会
の判断により、弾力的運用を行うことが可能
である。（級外教諭等）
　但し、新たな県費負担は行わない。

神奈川県は
平成16年度から
実施

(「学級編制弾力的運用
実施状況表」を参照）

4 小学校１年生における学級
編制の弾力化　（平成15年
11月21日付け、文部科学省
事務連絡）

　小学校1年生において３５人学級を実施す
る。ただし、新たな定数増を伴うものではな
く、配置される少人数授業支援教員などを活
用して、実施する。（県の研究指定校）

神奈川県は
平成16年度から
実施

(「学級編制弾力的運用
実施状況表」を参照）

5 研究指定による学級編制弾
力化を小学校２年生に拡大
（平成15年11月21日付け、
文部科学省事務連絡）

　小学校1年生に加え、小学校2年生について
も1学年時に研究指定校として少人数学級編制
を実施し、かつ標準学級数が1学年時の実学級
数を下回る場合に実施可能とする。
　但し定数については前年度と同様。

平成17年度から
実施

(「学級編制弾力的運用
実施状況表」を参照）

6 小学校２年生での実施対象
を拡大（平成15年11月21日
付け、文部科学省事務連
絡）

　小学校2年生について、1学年時に研究指定
校ではなかった場合であっても、標準学級数
が1学年時の実学級数を下回る場合は実施可能
とする。
　定数については前年度と同様。

平成18年度から
実施

(「学級編制弾力的運用
実施状況表」を参照）

7 小学校２年生での実施対象
をさらに拡大、また中学1年
生でも実施
（平成15年11月21日付け、
文部科学省事務連絡）

　小学校2年生について、1学級あたりの児童
数が35人を超える場合は、無条件で実施可能
とする。また35人を超えない場合であって
も、標準学級数が1年生時の実学級数を下回る
場合は実施可能とする。
　また、小学校1・2年生に加え、中学校1年生
についても1学級あたりの生徒数が35人を超え
る場合は実施可能とする。
　但し定数については、やはり同様に新たな
定数増は行なわない。

平成19年度から
実施

(「学級編制弾力的運用
実施状況表」を参照）

8 実施対象を小学校、中学校
の全学年に拡大
（平成15年11月21日付け、
文部科学省事務連絡）

　小学校、中学校の全ての学年について、1学
級あたりの児童数が35人を超える場合は、無
条件で実施可能とする。また35人を超えない
場合であっても、標準学級数が、前年度にお
ける実学級数を下回る場合は実施可能とす
る。
　定数については前年度と同様に新たな定数
増は行なわない。

平成20年度から
実施

(「学級編制弾力的運用
実施状況表」を参照）

項　　　　　目
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（平成27年 5月1日現在） 

 

学級編制弾力的運用実施状況表 

 

ア 学校種別弾力的運用実施校数  

  

  

小学校 

実施校数 

中学校 

実施校数 

合計 

実施校数 

研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 

16年度 11 2   1 11 3

17年度 15 3   2 15 5

18年度 32 5   2 32 7

19年度 39 6 6 3 45 9

20年度 65   10  75   

21年度 66 6 12  78 6

22年度 64 4 18  82 4

23年度 63 6 16  79 6

24年度 73 1 10  83 1

25年度 70 3 6 1 76 4

26年度 80 2 8 88 2

27年度 77 1 7 2 84 3

 

イ 小学校学年別内訳（実施件数） 

  

  

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計 

研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化

16年度 11 1   1                 11 2

17年度 13 1 4             1   1 17 3

18年度 23 1 13 1   2       1     36 5

19年度 31 1 12     4           1 43 6

20年度 42   15   6   4   3   5   75   

21年度 42 1 14   4   3   8 1 8 4 79 6

22年度 37 1 11   6 1 5   6   11 2 76 4

23年度  41 1 3 1 9  10 2 7 2 70 6

24年度  42 17 1 6  13  17 95 1

25年度  38 23 1 7  10  17 2 95 3

26年度  49 20 16 1 13  11 1 109 2

27年度  38 14 14 1 17  21 104 1

 

ウ 中学校学年別内訳（実施件数）  

  

  

1年生 2年生 3年生 合計 

研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化 研究指定 弾力化

16年度           1   1

17年度           2   2

18年度   1   1       2

19年度 6   1   2 6 3

20年度 4 5   3   12   

21年度 3 6   3   12   

22年度 5 6   7   18   

23年度 2 7  8  17  

24年度 3 4  7  14  

25年度 4 2  2 1 8 1

26年度 3 4  3 10

27年度  2 5  3 8 2
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義務教育費に関する法令の概要 

小・中学校の設置

義務  

学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）  

〔小学校の設置義務〕  

第 38 条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小

学校を設置しなければならない。  

〔準用規定〕  

第 49 条 …第 37 条から第 44 条までの規定は、中学校に準用する。  

〔特別支援学校の設置義務〕  

第 80 条   都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、

視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、そ

の障害が第 75 条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別

支援学校を設置しなければならない。  

設置者の経費負

担  

学校教育法  
第５条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定の

ある場合を除いては、その学校の経費を負担する。  

 

 

 設置者負担の原則   

県費負担教職員

の給与費の都道

府県による負担  

 市町村立学校職員給与負担法（昭和 23 年法律第 135 号）  

第１条 市町村立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支

援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、

栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師、学校栄養職員

及び事務職員のうち、次に掲げる職員であるものの給料、扶養手当、

地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特

殊勤務手当…は、都道府県の負担とする。  

 

（１）義務教育諸学校標準法第６条の規定に基づき都道府県が定める小中

学校等教職員定数及び同法第 10 条の規定に基づき都道府県が定める

特別支援学校教職員定数に基づき配置される職員 

 

 

 県費負担教職員  

 
県費負担教職員

の給与費の国庫

負担  

 義務教育費国庫負担法（昭和 27 年法律第 303 号）  

第２条 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、中等

教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部に要する

経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の３分の１を負担

する。  

 (1) 市町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第

１条に掲げる職員の給料その他の給与及び報酬等に要する経費  

 

 

 国庫負担対象経費   
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義務教育費国庫負担制度の見直しに関する国の動向 

年度 国庫負担対象経費の見直し 義務教育費国庫負担制度の見直し 

平成 
１４年度 

【地方分権改革推進会議「事

務・事業の在り方に関する意

見」】(平成 14 年 10 月) 

○ 差し当たり、共済費長期給

付、退職手当等に係る経費に

ついては、国庫負担対象から

外し、平成 15 年度からこれ

らを段階的に縮減し、一般財

源化を行う。 

【地方分権改革推進会議「事務・事業の在り方に関する

意見」】(平成 14 年 10 月) 

○ 教育制度自体の見直しや義務教育に対する国の関与

の在り方についての議論を踏まえつつ、義務教育費国庫

負担金全体の一般財源化を念頭に置いた検討が進めら

れるべき。 
○ 地方の創意工夫を促し、裁量を拡大する観点から、国

の負担すべき経費の内容、算定方法等を見直し、何らか

の客観的指標を基準とする定額化・交付金化に向けた検

討を行うべきである。 
○ 現在進められている教育改革の中で義務教育に関す

る国の関与の在り方についての最終的な結論を早期に

得るべきであり、それに併せ、義務教育費国庫負担金の

全額の一般財源化について検討を行う。 
 

平成 
１５年度 

平成 15 年度から「共済費長

期給付金」及び「公務災害補償

基金負担金」に係る経費を国庫

負担対象外とし、一般財源化 
 

【閣議決定「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針

2003」】（平成 15 年 6 月） 

○ 退職手当、児童手当等に係

る国庫負担金の取扱いにつ

いては、平成 16 年度予算編

成までに結論を得る。 
 

 

 

 

 

 

【閣議決定「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2003」】（平成 15 年 6 月） 

○ 義務教育費に係る経費負担の在り方については、現在

進められている教育改革の中で中央教育審議会におい

て義務教育制度の在り方の一環として検討を行い、これ

も踏まえつつ、平成 18 年度末までに国庫負担金全額の

一般財源化について所要の検討を行う。 

平成 
１６年度 

平成 16 年度から「退職手当」

及び「児童手当」に係る経費を

国庫負担対象外として一般財

源化 
 
国庫負担対象経費は、「給料」

及び「諸手当」のみとなる。 

【政府・与党合意「三位一体の改革について」】（平成 16

年 11 月） 

○ 平成 17 年度予算、平成 18 年度予算において、地方向

け国庫補助負担金について３兆円程度の廃止・縮減等の

改革を行う。 
○ 義務教育費国庫負担金については、8,500 億円程度の

減額（うち 17 年度分（暫定）4,250 億円）。減額相当分

は税源移譲予定特例交付金（教職員給与費を基本に配

分）により措置 
○ 義務教育制度については、その根幹を維持し、国の責

任を引き続き堅持する。その方針の下、費用負担につい

ての地方案を活かす方策を検討し、また教育水準の維持

向上を含む義務教育の在り方について幅広く検討する。

こうした問題については、平成 17 年秋までに中央教育

審議会において結論を得る。 
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年度 国庫負担対象経費の見直し 義務教育費国庫負担制度の見直し 

平成 
１７年度 

 平成 17 年度は、暫定措置として義務教育費国庫負担

金 4,250 億円を減額し、税源移譲予定特例交付金によ

り財源措置 

 

【中央教育審議会「新しい時代の義務教育を創造する

（答申）」】（平成 17 年 10 月） 

○ 義務教育の費用負担の在り方 義務教育の構造改革

を推進すると同時に、義務教育制度の根幹を維持し、国

の責任を引き続き堅持するためには、国と地方の負担に

より義務教育の教職員給与費の全額が保障されるとい

う意味で、現行の負担率二分の一の国庫負担制度は優れ

た保障方法であり、今後も維持されるべきである。 
 
【政府・与党合意「三位一体の改革について」】（平成 17

年 11 月） 

○ 義務教育制度については、その根幹を維持し、義務教

育費国庫負担制度を堅持する。その方針の下、費用負担

について、小中学校を通じて国庫負担の割合は三分の一

とし、8,500 億円程度の減額及び税源移譲を確実に実施

する。 
○ この税源移譲は、平成 18 年度税制改正において、所

得税から個人住民税への恒久措置として行う。平成 18
年度予算においては、税源移譲額の全額を所得譲与税に

よって措置する。 
 

平成 
１８年度 

 平成 18 年度から国庫負担割合を三分の一とし、8,500 億

円程度を所得譲与税により財源措置 
 

平成 
１９年度 

 平成 19 年度から所得譲与税を廃止し、個人住民税とし

て財源措置 
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